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はじめに 

我が国の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化

することが懸念されている。社会資本の維持管理・更新については、国のみならず、社

会資本の多くを管理している地方公共団体等を含めた、我が国全体の大きな問題となっ

ている。 

このような中、国土交通省では、平成24年7月に国土交通大臣から社会資本整備審議会

及び交通政策審議会（以下「審議会」という）に「今後の社会資本の維持管理・更新の

あり方について」の諮問が行われた。 

本諮問を受け、審議会は、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会

（以下、「技術部会」という）にこれを付託し、更に技術部会では、社会資本メンテナ

ンス戦略小委員会（以下、「小委員会」という）を設置して、平成25年12月25日に答申

をとりまとめたところである。 

答申では、国土交通省や地方公共団体等が重点的に講ずべき具体的な施策について提

言を行った。他方、今後更にその施策の具体化に向けた検討を行う必要があることから、

以下の４つの事項について、引き続き小委員会において具体的な検討を進めることした。 

 

１．点検・診断に関する資格制度の確立 

２．維持管理を円滑に行うための体制、地方公共団体等の支援方策 

３．維持管理・更新に係る情報の共有化、見える化 

４．メンテナンス技術の国際化 

 

このうち、早急に対応すべき事項として、まず「１．点検・診断に関する資格制度の

確立」について、優先的に検討を進めることとした。 

 

小委員会では、資格制度の全体像、民間資格の評価の流れ、民間資格の評価の視点及

び点検・診断・補修設計時に求められる知識・技術について調査審議を行い、資格制度

の構築について、一定の結論に達したので、提言を行うものである。 

調査審議にあたり、点検・診断・補修設計等に必要な知識・技術、資格の評価・審査

時に確認すべき技術的事項など、各施設分野で整理が必要な事項については、小委員会

の下に各施設分野の有識者から構成される資格制度ワーキンググループ（以下、「資格

制度WG」という）を設置して検討を行った。 

 

なお、検討対象は土木構造物とし、国家資格により資格制度が整っている建築物につ

いては対象から除いている。 
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１．資格制度を取り巻く現状と課題 

（１）答申・法律等における資格制度の方向性 

   メンテナンスを確実に実施するための資格制度については、本小委員会（第１期）で

今後重点的に講ずべき施策として「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について

（答申）」（平成 25 年 12 月）において提言を行い、社会資本整備審議会道路分科会建議

「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（平成 26 年 4 月）においても民間の技術

力を引き出す仕組みづくりとして提言されている。一方、小委員会での審議内容も踏ま

え、「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月：インフラ老朽化対策の推進に関す

る関係省庁連絡会議）、「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」（平成 26 年 5

月）において、資格制度の検討が位置づけられ、さらに本年 6月に改正された「公共工

事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」においても、公共工事に関する調査及び

設計の品質確保の観点から、資格等の評価のあり方等について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずることが規定されている。 

 

（２）地方公共団体における資格の活用状況 

国土交通省では、地方公共団体に、点検・診断等の業務に関して現状での取組及び今

後の方向性についてアンケートを行った。 

その結果、点検・診断等の業務を確実に実施するために、現在、都道府県・政令市の8

割以上で発注業務における配置技術者に資格要件を設定しており、また、今後の方向性

についてはほぼ全ての自治体で「業務における配置技術者に資格要件を義務化」と回答

があった。一方、その他の市区町村では現在「特別な取組みを行っていない」という回

答が最も多かったが、今後の方向性については全体の半数程度が「業務における配置技

術者に資格要件を義務化」と回答があった。なお、資格要件として設定されている資格

は、都道府県・政令市、その他の市区町村のいずれも、技術士あるいはRCCM※、との回答

が多かった。 

このように、アンケート結果から、地方自治体では点検・診断等を確実に行うために、

業務の実施に際しての資格要件の義務化の検討が強く求められていることが明らかとな

っている。 

※RCCM：ｼﾋﾞﾙ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾏﾈｰｼﾞｬ(Registered Civil Engineering Consulting Manager）

(一社)建設コンサルタンツ協会の資格  

 

（３）点検・診断等に関する既存資格の現状 

社会資本の維持管理に関わる技術者、技能者に対しては、以下のとおり現在さまざま

な内容や技術水準の資格が存在している。 

①国家資格と民間資格 

点検・診断等に関連する国家資格については、現在、発注業務の参加資格要件として

技術士が一般的に用いられているが、技術士には点検・診断等に主眼を置いた部門は存

在していない。 

他方、民間資格については、現在、発注業務の参加資格要件として一般的に用いられ
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ている資格として、RCCMや土木学会認定技術者資格などの他、点検・診断等に主眼を置

いたものも含め多様な多くの資格が存在している。 

 

②民間資格の類型 

点検・診断等に関連する民間資格は、概ね以下のように分類される。 

Ⅰ．分 野 別 型：施設分野の分類が存在する資格（例：道路、河川、港湾、公園、空

港など） 

Ⅱ．材 料 別 型：特定の材料の点検・診断等に特化した資格（例：コンクリート、鋼） 

Ⅲ．特定技術型：点検・診断等に関する特定技術に特化した資格（例：特定点検機器

の操作技術等） 

 

③資格付与の条件等 

既存の民間資格においては、試験等の実施形態（筆記試験のみ、筆記試験とあわせ口

頭試験を実施、受験時の講習受講の有無）、受験条件（学歴、一定期間の実務経験）、

更新制度の有無、剥奪制度（資格の取消）の有無、資格の技術水準に階層を設定してい

るものなど、資格付与の条件等は様々なものとなっている。 

 

（４）点検・診断等の資格に関わる課題 

社会資本の点検・診断等に関連する資格には様々な内容や技術水準の資格が存在して

いるが、他方、法令改正や基準・マニュアル等の見直し、技術開発の進展など、昨今、

点検・診断等に求められる知識・技術は着実に変化してきている。 

このような状況を踏まえ、点検・診断等の資格に関する課題は、以下のとおりである。 

①点検・診断等の業務に必要な技術内容・水準の明確化 

様々な内容や技術水準の資格を、点検・診断等の業務の内容、特性に応じて適切に活

用し、点検・診断等の一定の水準を確保していくためには、あらかじめ点検・診断等の

業務の実施にあたり求める技術内容・水準を明確にして、既存の資格を評価していく必

要があるが、現在そのような仕組みは存在していない。 

 

②技術者・技能者の確保 

道路法や河川法等の法令が改正され、点検頻度など定期点検の義務化が法令で定めら

れた。また、今後、建設後50年以上経過する社会資本の割合が急激に増加することに伴

い、点検・診断等の業務も増大することが予想される。 

したがって、点検必要施設数の増加に伴い、今後、点検・診断等の業務を適切に履行

できる技術者・技能者の育成・確保が必要である。 

 

③新しい基準・マニュアル等への対応 

現在、多くの分野で、これまで得られた知見や点検結果を踏まえ、各種基準・マニュ

アル等の見直しの検討が行われている。また、今後もメンテナンスサイクルの実施に伴
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い、点検・診断等に係る新たな知見が得られ、基準等に反映されることとなる。 

点検・診断等を実施する技術者・技能者は、常に新たな基準・マニュアル等に基づき

確実に業務を実施していくことが求められる。 

 

④メンテナンス分野での新たな技術の導入 

メンテナンスに関する技術開発については、新技術情報システム(NETIS)等を活用し、

公募した技術の現場活用、次世代社会インフラ用ロボット開発の導入・検討、モニタリ

ング技術の活用・推進など、各方面で検討が進められている。 

各施設分野において、今後、メンテナンス技術が急速に進展し、その活用が図られる

ことが想定され、これらの技術を修得している技術者・技能者を育成・確保していく必

要がある。 

 

２．目指すべき資格制度 

国は、点検・診断等に必要な知識・技術の体系化、明確化を図り、その技術を有する

技術者・技能者を活用することにより社会資本が適切に維持管理されるよう、資格制度

の構築、運用、更には、地方公共団体での活用の促進を図ることが責務である。 
また、地方公共団体は、資格制度の活用等により、社会資本の適切な維持管理を行う

ことが責務である。 
一方、民間資格を運営している団体は、国が構築する資格制度の趣旨も踏まえ、たゆ

まぬ自己改革により、より一層すぐれた技術者・技能者の輩出に取り組む責務がある。 
このため、国は、点検・診断等の業務内容ごとに必要とする知識・技術水準を明らか

に示すとともに、それに基づき社会資本の維持管理に関する様々な民間資格を評価し、

その技術水準が確保された資格の活用を図るため、すみやかに以下の方向で資格制度構

築をすべきである。 
また、一定の技術水準が確保される民間資格が存在しない場合は、必要に応じて新た

な資格の創設を検討するべきである。 

（１）法令・基準等に基づき確実に点検・診断等が実施できる技術者・技能者の確保 

社会資本の維持管理を適切に実施していくためには、まず関係法令のほか、道路・河

川等の各施設分野において定めている技術基準や点検要領などを適確に理解し、これら

の基準等に基づく点検・診断等を着実に実施できるレベルの技術者、技能者を将来にわ

たり確保していくべきである。 

 

（２）点検・診断等の発注業務単位と連動した資格制度 

点検・診断等の民間企業への発注は、橋梁、堤防等の対象施設毎に行われており、そ

の際、施設によって点検・診断の分割発注、統合発注など様々な単位で行われている。

効果的・効率的に業務を実施していくためには、点検・診断等の発注業務単位にできる

だけ合致した資格の活用を図るべきである。 

 

（３）最新の点検・診断技術等を修得した技術者・技能者を評価する資格制度 
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日々進歩するメンテナンス技術に対応するため、最新の点検・診断技術を修得した技

術者・技能者を評価する資格制度を構築すべきである。 

 

３．資格制度の対象とする施設等 

資格制度の対象とする施設や業務、技術水準等の考え方は以下のとおりである 

（１）対象施設 

社会資本の分野（道路、河川、港湾等）ごとに、当面検討を急ぐ所管施設を検討の対

象とし、段階的にその充実を図っていくべきである。 

 

（２）対象業務 

対象施設の維持管理に関する一連の業務には、点検、診断、補修設計等があるが、民

間事業者に外注を行っている業務で当面検討を急ぐものを対象とし、段階的にその充実

を図っていくべきである。 

 

（３）対象業務の技術水準 

施設の点検・診断等の対象や内容の中には、長大橋など特殊性が高いものや高度な技

術を必要とするものもあるが、施設数では圧倒的に数の多い地方公共団体所管の施設に

おける点検・診断等での活用を念頭におき、一般的な施設で通常必要とする技術水準が

確保できることを目指すべきである。 

 

（４）対象技術者のレベルに応じた評価 

入札契約制度等での活用を図るため、必要とする技術は、業務発注における技術者の

役割（管理技術者、担当技術者）に対応したものとすることが望ましく、必要に応じて

それぞれのレベルに応じて必要となる知識・技術を明確にすべきである。 

 

なお、今回小委員会で検討の対象とした施設、業務は別紙のとおりである。 

 

 

４．民間資格の登録要件等 

国土交通省は、民間資格の登録にあたりその要件を明確に示す必要があるが、技術的

な水準の維持確保だけではなく、資格付与にあたっての公正かつ適正な手続きの確保、

また、有資格者を将来にわたって確保していく観点から、以下の考え方に基づき、登録

要件の設定等と民間資格登録後の運用を図るべきである。 

（１）民間資格の登録要件の設定等 

①登録区分の設定 

民間資格の登録にあたっては、施設分野・業務分野ごとに、標準的な発注業務単位を
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勘案して登録区分を設定すべきである。 

 

②登録期間の設定 

資格制度の運用には、点検・診断等の技術水準を確保するため、民間資格登録後の運

用として、最新の法令・基準や最新の点検技術等の資格付与試験等への反映状況などを

定期的にモニタリングすることが重要である。 

したがって、民間資格の登録にあたっては、一定の有効期限を設け、更新時に登録要

件を満たしているかを改めて確認すべきである。なお、登録期間は、概ね５年程度とす

ることが望ましい。 

 

③登録要件の設定 

(ⅰ)団体の運営管理体制 

資格取得者の継続的な輩出がなされるよう、民間資格を運営する団体において、安

定的に資格付与事業又は事務（以下「資格付与事業等」という。）が運営されている

ことが必要である。 

また、資格付与事業等を運営する団体は中立的な立場が必要であり、特定の者また

は特定の企業を利するような運営体制をとってはならない。 

更に、国や地方公共団体が、国民の理解を得て民間資格を活用していくためには、

これらの資格や運営する団体は、社会的な信用が十分に得られるものでなければなら

ない。 

したがって、民間資格の登録にあたっては、以下の事項について確認を行うべきで

ある。 

・組織体制（定款又は寄付行為及び登記事項証明書、株主名簿、役員名簿、役員

の氏名・略歴など） 

・財政基盤（財産目録、賃借対照表、損益計算書（収支計算書）など） 

 

(ⅱ)資格付与試験等の運営・審査体制 

民間資格を運営する団体による資格付与試験等の運営や審査は、適切かつ公正な体

制のもとで実施されていることが必要である。 

このため、資格付与試験等の受験資格が広く一般に公表され、毎年継続的に試験を

実施しているとともに、合否判定の基準が明確かつ適正であり、試験問題等の作成や

合否判定の審査等を行う者の選任方法が適切かつ公正なものでなければならない。 

したがって、民間資格の登録にあたっては、以下の事項について確認を行うべきで

ある。 

・試験等の運営・審査体制（資格付与事業等の目的、実施時期、実施場所、受験資

格、試験問題作成者、合否判定審査員、審査・採点基準、合否判定基準など） 

 

(ⅲ)資格付与試験等で求める技術的事項 
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資格付与試験等の内容は、技術者・技能者が保有する知識・技術が、国が求める知

識・技術と同等以上であることを適切に問うものであることが必要である。 

対象施設・対象業務、対象技術者のレベルにより、確認すべき項目、その内容は異

なるが、概ね以下の知識等の確認が必要である。 

 

  １．法令に関する知識〔法令〕 

  ２．技術基準、マニュアル等に関する知識〔基準〕 

    ３．工学的基礎知識〔工学〕 

  ４．経験〔経験〕 

  ５．点検技術、点検方法に関する知識〔点検〕 

  ６．診断技術、診断方法に関する知識〔診断〕 

  ７．補修設計技術、補修設計方法に関する知識〔補修設計〕 

 

(ⅳ)資格取得者の管理体制 

民間資格を運営する団体は、資格を付与した技術者・技能者が広く社会に認知・評

価され、実際に活用されるよう、資格者の管理ができる体制をとっていることが必要

である。 

民間資格の登録にあたっては、資格付与事業等を運営する団体が、資格を取得した

技術者・技能者に対し、付与した資格を証明する合格証や認定証等を発行しているか

確認を行うべきである。 

 

(ⅴ)資格取得後の更新規定 

資格付与事業等を運営する団体は、資格付与後においても、資格を付与した技術

者・技能者に対し、知識・技術水準の維持・向上のための取組、あるいは最新の法令

や基準、最新技術を修得させるための取組を実施していることが必要である。 

このため、団体は資格に更新制度を採用し、更新時に講習の実施や CPD※の取組の

確認など、知識・技術水準の維持・向上のための措置を講じている必要がある。 

民間資格の登録にあたっては、団体が更新制度を採用しているか、更新時に維持管

理に関わる最新の知見の修得を確認しているか等について確認を行うべきである。 

※CPD：技術者の継続的な専門教育 (Continuing Professional Development） 

 

(ⅵ)資格の消除規定 

業務で契約違反や不誠実な行為を繰り返す資格取得者の活用は、粗雑業務や将来の

事故等につながる恐れがある。 

このため、団体は、不良・不適格な資格取得者に対し、資格を剥奪する等の措置を

講じている必要がある。 

民間資格の登録にあたっては、団体が資格の消除規定を設けているかについて確認

を行うべきである。 

 

（２）民間資格の登録後の運用 
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①変更の承認 

登録を受けた団体が、登録後に申請した内容に変更が生じた場合は、その変更内容、

変更時期、変更理由等について速やかに報告を求めるべきである。 

 

②登録後のモニタリング 

資格の運営状況を定期的に把握するため、登録した団体に対し、登録期間中、資格付

与事業等に係る事業計画書や収支計画書、団体の運営管理体制、資格付与試験等の実施

内容等について、必要に応じて資料の提出を求めるべきである。 

 

③登録の取消 

資格の登録を受けた団体が、虚偽の記載により申請を行った場合、登録要件を満たさ

なくなった場合、変更の申請を行わなかった場合、資料の提出を怠った場合などには、

登録の取消を行うべきである。 

なお、これらの理由により登録を取り消された団体については、一定の期間、登録を

行わないような措置を講じるべきである。 

 

５．民間資格の評価・登録のプロセス 

資格制度における、民間資格の評価・登録を適切に行っていくためには、以下の事項

に留意すべきである。 

（１）国による登録要件並びに点検・診断等に必要な知識・技術の明確化 

民間資格を評価し活用していくためには、国が、民間資格の登録要件とともに、点検・

診断等の業務を実施するにあたり必要とする技術水準、求める対象技術者のレベル（管

理技術者、担当技術者）について、告示等の方法により対外的に広く示すべきである。 

 

（２）民間資格の公募 

民間資格の評価・登録にあたり、あらかじめ対外的に広く民間資格を公募すべきであ

る。 

 

（３）民間資格の評価・登録 

応募された民間資格が登録要件に合致するかの評価にあたり、学識経験者や実務に詳

しい専門家等の第三者に意見を聴く仕組みを構築すべきである。 

なお、資格の評価にあたっては、評価対象となる資格の関係者は除くなど、中立性の

確保に配慮すべきである。 

 

（４）登録の公示 

登録を行った民間資格について、資格の名称、登録した団体の名称等について、広く
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一般に公示すべきである。 

 

（５）登録された民間資格の活用 

国は、登録された民間資格について、資格保有者数などに配慮しながら、維持管理に

関わる業務発注時に資格要件とする等、積極的な活用を図っていくことが必要である。

また、地方公共団体での活用促進のための取り組みも行うべきである。 

 

なお、今回小委員会で点検・診断等に必要な知識・技術について検討した結果は、別

紙のとおりである。 

 

６．今後の更なる検討に向けて 

今回とりまとめた提言内容を踏まえ、社会資本の維持管理に関する資格制度の確立に

向け、必要な措置を講ずるよう強く求める。また、点検や診断等の業務にこれら登録し

た資格を取得している技術者・技能者を活用するための具体的な方法等について、今後、

更なる検討を進めていくべきである。 

更に、地方公共団体に対しても、これらの技術者・技能者を活用していくよう求めて

いくべきである。 

なお、今後の課題として、以下の点について検討を深めていく必要がある。 

（１）今回の検討対象以外の施設分野、業務分野への対応 

今回検討の対象に含めなかった施設、業務についても、今後速やかに民間資格の活用

の必要性等について検討を行い、必要な施設、業務について、民間資格の評価・登録を

実施すべきである。 

更に、機械設備や電気通信設備など、施設に附帯する設備等の業務についても、今回

の検討を踏まえ、資格制度構築のための必要な検討を進めていくべきである。 

 

（２）資格取得を通じたスキルアップの仕組みの構築 

民間資格には、業務経験や試験等により作業員の統括や指導監督など、より責任のあ

る業務を担えるよう資格に階層を設定しているものがある。 

今後、資格制度を安定的かつ継続的に運用していくためには、このような資格取得者

に対するスキルアップの仕組みを検討していくことも、メンテナンスに関する技術者・

技能者の将来の地位向上を図っていくために重要と考えられる。 

したがって、点検等の業務において、今後、国が管理技術者と担当技術者それぞれに

必要な知識・技術を設定し、民間資格を運営する団体が、管理技術者、担当技術者それ

ぞれに対応した資格を設けるよう促すことについても、今後検討していく必要がある。 

 

（３）地形変化等により影響を受ける施設分野への対応、横断的な連携・調整 

今回検討対象とした施設の中には、地形変化等による立地条件の変化により大きな影

響を受ける施設も含まれる。これらの施設においては、構造物の点検・診断等に関し、
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単に構造物自体の損傷、劣化状況の確認のみならず、周辺の環境にも留意する必要があ

る。 

したがって、これらの施設に関し、点検や診断等に関する基準・マニュアルをより一

層充実させていくとともに、民間資格を運用する団体は、国が定めた最新の技術基準を

資格に反映させる必要がある。 

また、例えば海岸線に面した道路など、施設の立地状況によっては、適切に点検や診

断等を実施する際に、当該施設分野以外の知識・技術等が必要な場合も想定される。現

場での資格の活用に際しては、必要に応じて他の施設分野で登録した資格を活用するな

ど、関係部局が連携・調整していく必要がある。 

 

（４）新たな資格の創設 

点検や診断等に係る品質の確保を早急に図るため、まずは、既存の民間資格について

活用していくことが重要であるが、新たな視点での点検・診断など、既存の民間資格が

存在しない場合は、今後、必要に応じて新たな資格を創設することも含め、対応を検討

する必要がある。 

 

（５）行政職員の能力向上 

新設から維持管理までのプロセスを確実に実施するためには、行政職員自身のインハ

ウスエンジニアリングとしての役割に応じた能力向上も重要な課題である。このため、

行政職員に対する研修の充実や他機関による支援体制を継続するとともに、インハウス

エンジニアリングの役割に応じた資格なども含めて、別途総合的に検討を進めて行く必

要がある。 

 

（６）維持管理以外の業務範囲への展開等 

補修設計の実施に際しては、新設設計に必要な技術に加えて現場制約条件を考慮する

必要がある、あるいは維持管理に関する技術力を有していることでよりよい新設設計が

可能となる等、維持管理に関する業務と新設に関する業務は密接な関係にある。 

このため、調査、計画、設計、施工、点検、診断、補修設計といった新設から維持管

理を通じた業務発注時の資格制度について今回の検討と並行して別途検討を進める必要

がある。 

また、建設コンサルタント業務等の技術者の年齢構成は高齢化が進み、経験豊富な技

術者・技能者が急激に少なくなっている状況である。今後の社会インフラを支える技術

者・技能者の担い手確保とその質の確保が喫緊の課題であるにもかかわらず技術者の経

験を積める機会は、高度経済成長期ほどは見込めず、実務経験による技術の向上・評価

が困難になると考えられる。 

したがって、建設コンサルタント業務等を担う技術者・技能者における今後の安定的

な技術力の確保・育成・評価を行っていくためにも、新設の調査・設計等の分野におい

ても資格制度の構築を図るべきである。 



 

 

（別紙） 点検・診断等に必要な知識・技術  

業務分野等 
必要な知識・技術 確認すべき資格試験等の実施内容 

施設 業務 
知識・技術 
を求める対象 

橋梁 

点検 担当技術者 

橋梁の点検業務の実施にあたり、道路法施行

規則第４条の５の２及び国が定める道路橋

の定期点検要領に定められた事項（健全性の

診断を除く）を確実に履行するために必要な

知識及び技術   
【確認すべき資格試験等の実施内容（技術的事項）】 

１．法令に関する知識〔法令〕 
２．技術基準、マニュアル等に関する知識〔基準〕 
３．工学的基礎知識〔工学〕 
４．経験〔経験〕 
５．点検技術、点検方法に関する知識〔点検〕 
６．診断技術、診断方法に関する知識〔診断〕 
７．補修設計技術、補修設計方法に関する知識〔補修設計〕 

※対象施設・業務に応じて適宜設定 
 

 

診断 担当技術者 

橋梁の診断業務の実施にあたり、道路法施行

規則第４条の５の２及び国が定める道路橋

の定期点検要領に定められた事項（健全性の

診断）を確実に履行するために必要な知識及

び技術  

トンネル 

点検 担当技術者 

トンネルの点検業務の実施にあたり、道路法

施行規則第４条の５の２及び国が定める道

路トンネルの定期点検要領に定められた事

項（健全性の診断を除く）を確実に履行する

ために必要な知識及び技術  

診断 担当技術者 

トンネルの診断業務の実施にあたり、道路法

施行規則第４条の５の２及び国が定める道

路トンネルの定期点検要領に定められた事

項（健全性の診断）を確実に履行するために

必要な知識及び技術  



 

 

業務分野等 
必要な知識・技術 確認すべき資格試験等の実施内容 

施設 業務 
知識・技術 
を求める対象 

堤防・河道 点検・診断 

管理技術者 

堤防・河道の点検・診断業務の実施にあたり、

河川法施行令第 9条の 3及び堤防等河川管理

施設及び河道の点検要領等に定められた事

項を確実に履行するために必要な知識及び

技術に加え、業務の管理及び統括を行う能

力。 
【確認すべき資格試験等の実施内容（技術的事項）】 

１．法令に関する知識〔法令〕 
２．技術基準、マニュアル等に関する知識〔基準〕 
３．工学的基礎知識〔工学〕 
４．経験〔経験〕 
５．点検技術、点検方法に関する知識〔点検〕 
６．診断技術、診断方法に関する知識〔診断〕 
７．補修設計技術、補修設計方法に関する知識〔補修設計〕 

※対象施設・業務に応じて適宜設定 
 

 

担当技術者 

堤防・河道の点検・診断業務の実施にあたり、

河川法施行令第 9条の 3及び堤防等河川管理

施設及び河道の点検要領等に定められた事

項を確実に履行するために必要な知識及び

技術。  

砂防設備 点検・診断 管理技術者 

砂防設備の点検・診断業務の実施にあたり、

砂防関係施設点検要領（案）に定められた事

項を確実に履行するために必要な知識及び

技術に加え、業務の管理及び統括を行う能

力。 

地すべり 
防止施設 

点検・診断 管理技術者 

地すべり防止施設の点検・診断業務の実施に

あたり、砂防関係施設点検要領（案）に定め

られた事項を確実に履行するために必要な

知識及び技術に加え、業務の管理及び統括を

行う能力。 
 
 



 

 

 

業務分野等 
必要な知識・技術 確認すべき資格試験等の実施内容 

施設 業務 
知識・技術 
を求める対象 

急傾斜地 
崩壊防止施設

点検・診断 管理技術者 

急傾斜崩壊防止施設の点検・診断業務の実施

にあたり、砂防関係施設点検要領（案）に定

められた事項を確実に履行するために必要

な知識及び技術に加え、業務の管理及び統括

を行う能力。 
 

【確認すべき資格試験等の実施内容（技術的事項）】 
１．法令に関する知識〔法令〕 
２．技術基準、マニュアル等に関する知識〔基準〕 
３．工学的基礎知識〔工学〕 
４．経験〔経験〕 
５．点検技術、点検方法に関する知識〔点検〕 
６．診断技術、診断方法に関する知識〔診断〕 
７．補修設計技術、補修設計方法に関する知識〔補修設計〕 

※対象施設・業務に応じて適宜設定 
 

 

管路施設 
点検・診断 
※点検は 
調査に相当 

管理技術者 

下水道管路施設の調査・診断業務の実施にあ

たり、下水道管路管理や安全管理に関する法

規等に加え、確実な調査・診断手法により、

異常の程度を適切に評価する技術及び、調査

結果を元に、緊急度等を適切に判断する能

力・技術、並びに業務の管理及び統括を行う

能力。 

担当技術者 

下水道管路施設の調査・診断業務の実施にあ

たり、下水道管路管理や安全管理に関する法

規等に加え、機械器具等の的確な操作及び異

常箇所を記録する能力、技術。 

海岸堤防等 点検・診断 管理技術者 

海岸堤防等の点検・診断業務の実施にあた

り、海岸保全施設維持管理マニュアル等に定

められた事項を確実に履行するために必要

な知識及び技術に加え、業務の管理及び統括

を行う能力。 



 

 

 
 

 
 
 
 

業務分野等 
必要な知識・技術 確認すべき資格試験等の実施内容 

施設 業務 
知識・技術 
を求める対象 

港湾施設 

計画策定 管理技術者 

港湾施設の計画策定業務の実施にあたり、港

湾の施設の技術上の基準を定める省令第４

条第３項に定められた事項を確実に履行す

るために必要な知識及び技術に加え、業務の

管理及び統括を行う能力。 

【確認すべき資格試験等の実施内容（技術的事項）】 
１．法令に関する知識〔法令〕 
２．技術基準、マニュアル等に関する知識〔基準〕 
３．工学的基礎知識〔工学〕 
４．経験〔経験〕 
５．点検技術、点検方法に関する知識〔点検〕 
６．診断技術、診断方法に関する知識〔診断〕 
７．補修設計技術、補修設計方法に関する知識〔補修設計〕 

※対象施設・業務に応じて適宜設定 
 

 

点検・診断 管理技術者 

港湾施設の点検・診断業務の実施にあたり、

港湾の施設の技術上の基準を定める省令第

４条第３項に定められた事項を確実に履行

するために必要な知識及び技術に加え、業務

の管理及び統括を行う能力。 

設計 管理技術者 

港湾施設の維持・修繕・改良設計業務の実施

にあたり、港湾の施設の技術上の基準を定め

る省令第２条及び第４条第３項に定められ

た事項を確実に履行するために必要な知識

及び技術に加え、業務の管理及び統括を行う

能力。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務分野等 
必要な知識・技術 確認すべき資格試験等の実施内容 

施設 業務 
知識・技術 
を求める対象 

空港施設 

点検・診断 管理技術者 

滑走路、誘導路及びエプロンの点検・診断業

務の実施にあたり、航空法施行規則第 92 条、

空港内の施設の維持管理指針及び空港舗装

補修要領に定められた事項を確実に履行す

るために必要な知識及び技術に加え、業務の

管理及び統括を行う能力。 

【確認すべき資格試験等の実施内容（技術的事項）】 
１．法令に関する知識〔法令〕 
２．技術基準、マニュアル等に関する知識〔基準〕 
３．工学的基礎知識〔工学〕 
４．経験〔経験〕 
５．点検技術、点検方法に関する知識〔点検〕 
６．診断技術、診断方法に関する知識〔診断〕 
７．補修設計技術、補修設計方法に関する知識〔補修設計〕 

※対象施設・業務に応じて適宜設定 
 

 

設計 管理技術者 

滑走路、誘導路及びエプロンの修繕・更新設

計業務の実施にあたり、航空法施行規則第 92
条、空港内の施設の維持管理指針、空港舗装

補修要領及び制限区域内工事実施指針に定

められた事項を確実に履行するために必要

な知識及び技術に加え、業務の管理及び統括

を行う能力。 



 

 

 
 

 

業務分野等 
必要な知識・技術 確認すべき資格試験等の実施内容 

施設 業務 
知識・技術 
を求める対象 

公園施設 

点検 

管理技術者 

公園施設の点検業務の実施にあたり、公園施

設の安全点検に係る指針(案)（平成 26 年度中

に策定）等に定められた事項を確実に履行す

るために必要な知識及び技術に加え、業務の

管理及び統括を行う能力。 
【確認すべき資格試験等の実施内容（技術的事項）】 

１．法令に関する知識〔法令〕 
２．技術基準、マニュアル等に関する知識〔基準〕 
３．工学的基礎知識〔工学〕 
４．経験〔経験〕 
５．点検技術、点検方法に関する知識〔点検〕 
６．診断技術、診断方法に関する知識〔診断〕 
７．補修設計技術、補修設計方法に関する知識〔補修設計〕 

※対象施設・業務に応じて適宜設定 
 

 

担当技術者 

公園施設の点検業務の実施にあたり、公園施

設の安全点検に係る指針(案)（平成 26 年度中

に策定）等に定められた事項を確実に履行す

るために必要な知識及び技術。 

 診断 

管理技術者 

公園施設の診断業務の実施にあたり、公園施

設の安全点検に係る指針(案)（平成 26 年度中

に策定）等に定められた事項を確実に履行す

るために必要な知識及び技術に加え、業務の

管理及び統括を行う能力。 

担当技術者 

公園施設の診断業務の実施にあたり、公園施

設の安全点検に係る指針(案)（平成 26 年度中

に策定）等に定められた事項を確実に履行す

るために必要な知識及び技術。 



2014/7/14 第１１回社会資本メンテナンス戦略小委員会(第２期第２回)

社会資本の維持管理に関する社会資本の維持管理に関する
資格制度のあり方について（案）

参考資料

答申・法律等における資格制度の方向性（１）

社会資本整備審議会・交通対策審議会答申「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について（H25.12）」

第４章 戦略的な維持管理・更新のために重点的に講ずべき施策
２．維持管理・更新をシステマチックに行うための取組

（７）施設の点検・診断、評価、設計及び修繕等を適切に実施するための技術者・技能者の育成・支援、資格制度の
確立確立

（中略）

・施設の点検は、国及び地方公共団体において、一部の分野を除き、外部委託により実施している場合が多い。今後、
点検・診断、評価、設計及び修繕等を確実に行うため、行政の技術職員と業務委託先企業との責任を明確にし、その責
任を果たすための技術者 技能者の育成 更には資格制度の確立 活用を図る必要がある任を果たすための技術者・技能者の育成、更には資格制度の確立・活用を図る必要がある。
（中略）

また、業務委託先企業においては、点検・診断作業を確実に実施し、点検・診断、設計及び修繕等の業務を適切に履行
できる技術者・技能者の育成が重要であり、そのための資格制度の確立・活用を図るべきである。具体的には、以下の
取組を行うべきである取組を行うべきである。
（中略）

・点検や診断に関する資格制度の確立を図る。現在、様々な民間及び大学機関において、維持管理に関する研修・資
格認定が行われているが、これら民間資格の活用あるいは新たに必要な資格について検討を行う。加えて、例えば、こ
れらの資格を公的に評価する機関を設置し 当該機関により認められた資格の取得者に れらの業務を履行させる とれらの資格を公的に評価する機関を設置し、当該機関により認められた資格の取得者にこれらの業務を履行させること
を推進するなど、点検や診断に関する資格に対して、一定の水準の確保とその活用のあり方について検討する。

３．具体的な取組み
（３）メンテナンスを回す仕組みを構築

社会資本整備審議会道路分科会建議「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（H26.4.14）

３）民間の技術力を引き出す仕組みづくり
②点検・診断の信頼性を高めることが必要であり、点検・診断の知識、技能、実務経験を有する技術者を確保
するための資格制度を検討する。



答申・法律等における資格制度の方向性（２）
インフラ長寿命化基本計画（H25.11 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）

施策 方向性Ⅴ．必要施策の方向性
（６）体制の構築

全てのインフラにおいてメンテナンスサイクルを確実に実行するため、各施設の特性に応じて、人員・人材等を
確保することが必要である。
①①国

〔資格・研修制度等の充実〕

インフラの安全を確実に確保するためには、一定の技術的知見に基づき基準類を体系化するとともに、それら
を性格に理解し、的確に実行することが不可欠である。さらに、今後、新技術の開発・導入に伴い、メンテナンス技
術 高度化が期待され それらを現場 的確 活用 最大限 効果を発揮さ る とが重要 ある術の高度化が期待され、それらを現場で的確に活用し、最大限の効果を発揮させることが重要である。

このため、国は、維持管理・更新等に係る様々な知見やノウハウの集約を図るとともに、資格制度の充実や、外
部有識者を交えた教育・研修制度を活用するなどにより、各インフラの管理者の技術力の底上げを図る。また、高
度な技術力を有する技術者から成る組織の創設等により、管理者が実施する点検・診断等を踏まえて必要となる
専 的な対応を行うなど 地方 共 体等 管 者 違 かかわらず 機能を発揮さ るため 新専門的な対応を行うなど、国や地方公共団体等の管理者の違いにかかわらず、その機能を発揮させるための新
たな制度についても検討する。

国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（H26.5 国土交通省）

Ⅵ．必要施策に係る取組の方向性
７．体制の構築
（１）維持管理・更新等に係る技術者の確保・育成

①資格制度の充実

国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（H26.5 国土交通省）

①資格制度の充実

維持管理・更新等を実施する際に必要となる技術力を確保するため、人材育成やメンテナンスの質の確保
の観点から、資格制度の充実を図る。

具体的には、点検・診断等の業務を実施する際に必要となる能力や技術を、国が施設分野・業務分野ごと
に明確化するとともに 関連する民間資格に いて評価し 当該資格を必要な能力や技術を有するものとしに明確化するとともに、関連する民間資格について評価し、当該資格を必要な能力や技術を有するものとし
て認定する仕組みを構築する。
今後、有識者の意見を踏まえつつ、平成27年度以降の活用を目指し、26年度中に制度を確立する。

答申・法律等における資格制度の方向性（３）

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（H26 6 4公布・施行）公共工事の品質確保の促進に関する法律の 部を改正する法律（H26.6.4公布 施行）

第３条（基本理念）

第１１項 公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査（点検及び診断を含む。以下同じ。）及び設
計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、前各項の趣旨を計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、前各項の趣旨を
踏まえ、公共工事に準じ、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有
する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されること等により、公共工事に関する調
査及び設計の品質が確保されるようにしなければならない。

第２４条（公共工事に関する調査及び設計の品質確保）
第３項 国は、公共工事に関する調査及び設計に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者

の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されるようにするた
め、これらに係る資格等の評価の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずめ、これらに係る資格等の評価の在り方等に いて検討を加え、その結果に基 いて必要な措置を講ず
るものとする。



リレーションシップ ID rId16 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

社会資本の維持管理に関する地方公共団体に対するアンケ ト結果

地方公共団体に対するアンケート結果（１）

社会資本の維持管理に関する地方公共団体に対するアンケート結果
○地方公共団体における社会資本（国土交通省所管）の維持管理・更新の取組について、その実態と課題を

把握することを目的に、都道府県、政令市、市区町村に対してアンケート調査を実施。

アンケートの回答率

都道府県

アンケートの調査内容

①公共構造物・公共施設の管理体制と課題 ９３．６％（母数 ４７）

１：H24年度調査 （実施期間：平成２４年１２月１３日～平成２５年１月１８日）

都道府県

政令市

その他市区町村
（その他の市町村、特別区）

③中長期的に維持管理・更新に必要となる費用の把握
（推計）状況

④公共施設の老朽化が進む中での懸念事項

①公共構造物 公共施設の管理体制と課題

②公共構造物・公共施設の実態把握状況と課題

９３．６％（母数 ４７）

１００．０％（母数 ２０）

５７．７％（母数 1,722）

総計
④公共施設の老朽化が進む中での懸念事項
⑤適切な維持管理・更新に当たっての施策・取組

⑥維持管理・更新において国に求める事項

５９．１％（母数 1,789）

※（１）（２）のアンケートのうち、どちらか一方でも回答のあった地方公共団体
等について集計

アンケートの回答率

都道府県

アンケートの調査内容

◆点検・検査、診断に係る現状把握 ９３ ６％（母数 ４７）

２：H25年度調査 （実施期間：平成２５年１１月２７日～平成２６年１月３０日）

都道府県

政令市

その他市区町村
（その他の市町村、特別区）

①：点検・診断業務を外注している対象インフラについて
９３．６％（母数 ４７）

８５．０％（母数 ２０）

５４．１％（母数 1,722）
②：点検・診断業務を確実に行うための現状の取組について

③：点検・診断業務を確実に行うための今後の方向性について

総計 ５５．４％（母数 1,789）④：外注時に資格要件としている資格について

⑤：外注時における、技術力不足を原因とする問題について

リレーションシップ ID rId16 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

問：貴担当部署における公共構造物・公共施設について、巡視・点検を実施していますか？

地方公共団体に対するアンケート結果（２） [H24調査]

結果概要：中小の地方公共団体になるほど、「巡視のみ」、あるいは「巡視・点検を行っていない」地方公共団体が多い。

①道路 ②河川①道路 ②河川

（N=60）

1.8% 98.2%
都道府県

政令市

巡視のみ行って

いる

点検のみ行って（N=56）

11.7%10.0% 75.0% 3.3%
都道府県

政令市

巡視のみ行って

いる

点検のみ行って

（N=639）

38.0% 5.9% 50.7% 5.5%
その他

市区町村

点検のみ行って

いる

巡視、点検の両

方を行っている

巡視 点検は

（ ）

（N=843）

49.6% 3.9%17.8% 28.6%
その他

市区町村

点検のみ行って

いる

巡視、点検の両

方を行っている

③砂防 ④下水道

35.7% 5.6% 53.6% 5.1%

0% 50% 100%

総数
巡視、点検は

行っていない
（N=899）

46.4% 4.4% 22.7% 26.5%

0% 50% 100%

総数 巡視、点検は

行っていない（N=699）

巡視のみ行って

いる

③砂防 ④下水道

（ ）

5.4%5.4% 89.3%
都道府県

政令市

巡視のみ行って

いる

点検のみ行 て

33.3% 25.6% 38.5% 2.6%都道府県

点検のみ行って

いる

巡視、点検の両

方を行っている

（N=39）

（N=56）

（N=729）

16.7%11.5% 57.2% 14.5%
その他

市区町村

点検のみ行って

いる

巡視、点検の両

方を行っている

巡視 点検は

0% 25% 50% 75% 100%

方を行っている

巡視、点検は

行っていない

（N=785）
15.9%11.1% 59.5% 13.5%

0% 50% 100%

総数
巡視、点検は

行っていない



リレーションシップ ID rId16 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

地方公共団体に対するアンケート結果（３） [H24調査]

問：貴担当部署における公共構造物・公共施設について、巡視・点検を実施していますか？

⑤港湾 ⑥公園

結果概要：中小の地方公共団体になるほど、「巡視のみ」、あるいは「巡視・点検を行っていない」地方公共団体が多い。

⑤港湾 ⑥公園

15.0% 85.0%
都道府県

政令市

巡視のみ行っ

ている

点検のみ行っ
（N=40） （N=58）

5.2% 3.4% 91.4%
都道府県

政令市

巡視のみ行って

いる

点検のみ行って

（N=701）

49.0% 3.1% 36.5% 11.5%
その他

市区町村

総数

点検のみ行っ

ている

巡視、点検の両

方を行っている

巡視 点検は

（N=96）

18.7% 8.6% 69.3% 3.4%
その他

市区町村

点検のみ行って

いる

巡視、点検の両

方を行っている

⑦海岸 ⑧空港

（N=759）（N=136）
38.6% 2.1% 51.4% 7.9%

0% 50% 100%

総数 巡視、点検は

行っていない
17.7% 8.2% 71.0% 3.2%

0% 50% 100%

総数 巡視、点検は

行っていない

⑦海岸

100.0%都道府県

巡視のみ行っ

ている

点検のみ行

⑧空港

（N=35）
（N=24）

20.0% 77.1% 2.9%
都道府県

政令市

巡視のみ行って

いる

30.0% 70.0%
その他

市町村

点検のみ行っ

ている

巡視、点検の

両方を行ってい
（N=10）

（N=35）

（N=86）

54.7% 5.8% 19.8% 19.8%
その他

市区町村

点検のみ行って

いる

巡視、点検の両

方を行っている

8.8% 91.2%

0% 25% 50% 75% 100%

総数

両方を行

る

巡視、点検は

行っていない
（N=34）（N=121）

45.1% 4.1% 36.1% 14.8%

0% 50% 100%

総数 巡視、点検は行っ

ていない

リレーションシップ ID rId16 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

問：「点検業務並びに業務の検査」、「点検結果の診断」を確実に行うための

地方公共団体に対するアンケート結果（４） [H25調査]

結果概要：「業務における配置技術者に資格要件を設定している」が多い。（全体の８割程度）

問： 点検業務並びに業務の検査」、 点検結果の診断」を確実に行うための
体制としての取組として、現状どのような取組を行っていますか？ （都道府県・政令市）

※複数回答可

①点検・検査業務において ②診断業務において

都道府県・政令市

全回答母数（ ） 全回答母数（N=61）

56 

32 

5

29

業務における配置技術者に資格要件を設定し

ている

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OBを含む）による業務の実施

①点検 検査業務において

48 

23 

13

38

業務における配置技術者に資格要件を設定し

ている

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OBを含む）による業務の実施

②診断業務において
全回答母数（N=61） 全回答母数（N=61）

11 

4 

50

57

の職員OBを含む）による業務の実施

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OB含む）による業務の照査・検査

行政職員が行う維持管理そのものの代行

（PPP、CM制度等を活用）

特定 技術者 県 建設技術 タ 等

13 

0 

48

61

の職員OBを含む）による業務の実施

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OB含む）による業務の照査・検査

行政職員が行う維持管理そのものの代行

（PPP、CM制度等を活用）

特定 技術者 県 建設技術 タ 等
7 

11 

37

54

50

24

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

のOB含む）による業務の助言、相談

国等の他機関（地方整備局等）による助言、相

談

特別な取組は行っていない（直営での点検・検

査 診断のみ行 ている場合も含みます）

5 

9 

39

56

52

22

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

のOB含む）による業務の助言、相談

国等の他機関（地方整備局等）による助言、相

談

特別な取組は行っていない（直営での点検・検

査 診断のみ行 ている場合も含みます）
37 

27 

24

34

0% 20% 40% 60% 80% 100%

査、診断のみ行っている場合も含みます）

その他（自由記述）

取組を行っている 取組を行っていない

39 

18 

22

43

0% 20% 40% 60% 80% 100%

査、診断のみ行っている場合も含みます）

その他（自由記述）

取組を行っている 取組を行っていないはい はいいいえ いいえ取組を行っている 取組を行っていない 取組を行っている 取組を行っていない

※その他（自由記述）の主な回答
・指定管理者制度を活用した公園の点検、診断業務

はい はいいいえ いいえ



リレーションシップ ID rId16 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

地方公共団体に対するアンケート結果（５） [H25調査]

問：「点検業務並びに業務の検査」、「点検結果の診断」を確実に行うための

結果概要：「特別な取組を行っていない」という回答が最も多く全体の半数程度である。

問： 点検業務並びに業務の検査」、 点検結果の診断」を確実に行うための
体制としての取組として、現状どのような取組を行っていますか？ （その他市区町村）

※複数回答可
その他市区町村

①点検・検査業務において ②診断業務において

全回答母数（N=931）

378 

340 

553

591

業務における配置技術者に資格要件を設定し

ている

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OBを含む）による業務の実施

①点検 検査業務において

300 

274 

631

657

業務における配置技術者に資格要件を設定し

ている

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OBを含む）による業務の実施

全回答母数（N=931）

101 

19 

830

912

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OB含む）による業務の照査・検査

行政職員が行う維持管理そのものの代行

（PPP、CM制度等を活用）

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

89 

11 

58

842

920

873

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

の職員OB含む）による業務の照査・検査

行政職員が行う維持管理そのものの代行

（PPP、CM制度等を活用）

特定の民間技術者（県の建設技術センター等
53 

36 

475 

878

895

456

特定の民間技術者（県の建設技術センター等

のOB含む）による業務の助言、相談

国等の他機関（地方整備局等）による助言、相

談

特別な取組は行っていない（直営での点検・検

査、診断のみ行っている場合も含みます）

58 

42 

424 

873

889

507

特定の民間技術者（県の建設技術センタ 等

のOB含む）による業務の助言、相談

国等の他機関（地方整備局等）による助言、相

談

特別な取組は行っていない（直営での点検・検

査、診断のみ行っている場合も含みます）

68 863

0% 20% 40% 60% 80% 100%

査、診断のみ行っている場合も含みます）

その他（自由記述）

取組を行っている 取組を行っていない

56 875

0% 20% 40% 60% 80% 100%

、 場

その他（自由記述）

取組を行っている 取組を行っていないはい いいえ はい いいえ取組を行っている 取組を行っていない 取組を行っている 取組を行っていない

※その他（自由記述）の主な回答
・コンサルタントへの委託による点検・検査、診断業務の実施

はい いいえ はい いいえ

資格制度の検討対象とする業務範囲等（１）

①対象施設

施設分野 道路 河川 砂防 海岸 下水道 港湾 空港 公園

急

当面検討を急ぐ施設として下記を検討の対象施設とする。

橋
梁

ト
ン
ネ

堤
防
・

砂
防
設

地
す
べ
り
防

急
傾
斜
地
崩
壊

海
岸
堤

管
路
施

港
湾
施

空
港
施

公
園
施

対
象
施 梁ネ

ル
河
道

設
備

防
止
施
設

壊
防
止
施
設

堤
防
等

施
設

施
設

施
設

施
設

施
設

②対象業務

対象施設の維持管理に関する一連の業務プロセスの中で、点検・診断等一般的に民間コンサルタント事業者

の業務において外注を想定

点検 部材等の損傷状況の把握、マニュアルに基づく損傷区分の判定、点検結果の記録等を行う。

維持管理に関する業務の流れ（例） ※

に外注を行っている業務のうち、当面検討を急ぐ業務を検討の対象とする。

緊急度 予算 確保すべき機能の維持水準等を踏まえ 対策実施内容を施設管理者が判断する

診断 点検結果を踏まえた、構造物全体での対策区分の判定、対策優先度の検討、健全度の評価を行う。

対策実施
緊急度、予算、確保すべき機能の維持水準等を踏まえ、対策実施内容を施設管理者が判断する。

点検、診断の結果を踏まえた、構造物の補修対策・工法の立案、現場条件を踏まえた施工計画の立案を行う。

対策実施
内容の判断

設計（補修）



①対象施設 ②対象業務

資格制度の検討対象とする業務範囲等（２）

資格制度を検討する施設・業務は下記の通り。

①対象施設、②対象業務

施設分野 河川 海岸 下水道 港湾 空港 公園

地
急
傾

道路 砂防

対

橋
梁

ト
ン
ネ

堤
防
・
河

砂
防
設

地
す
べ
り
防

傾
斜
地
崩
壊

海
岸
堤
防

管
路
施

港
湾
施

空
港
施

公
園
施

象

施

ル
河
道

設
備

防
止
施
設

壊
防
止
施
設

防
等

設 設 設 設

対象業務

設

点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

診断 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

対象業務

資格の登録区分

診断 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

設計 ○ ○

:資格の登録区分
注)今後、検討対象となる施設・業務が追加される可能性がある。

下水道管路施設における「調査」業務は「点検」に含まれる。
本表以外に、港湾施設における「計画策定（維持管理計画）」の業務分野は個別に検討する。

資格制度の検討対象とする業務範囲等（２）
③対象技術の技術水準

標準的な施設の点検・診断等の業務の実施にあたり必要となる技術水準を検討の対象とする。

【道路橋の点検業務でのイメージ】

今回の資格制度では長大橋における 今回の資格制度では
検討対象としない

今回の資格制度で検
討対象とする

一般的な道路橋の点検を

長大橋における
点検等特殊性が高い技術等

④対象技術者のレベル

業務発注での活用を念頭に、施設・業務毎に、資格を有することを求める技術者のレベルを明確にする。

討対象とする
確実に履行するために必要な技術

例：△△診断業務

管理技術者

担当技術者

※管理技術者に求
める資格を検討

例：○○点検業務

※担当技術者に
求める資格を検討

管理技術者

担当技術者

業務発注での活用を念頭に、施設 業務毎に、資格を有することを求める技術者のレ ルを明確にする。

⑤資格の類型

技求める資格を検討

× 今回の検討対象とはしない資格のイメ ジ○ 今回の検討対象とする資格のイメ ジ

標準的な外注業務単位の相当程度の内容をカバーする資格を検討の対象とする。

業務発注単位

×：今回の検討対象とはしない資格のイメージ

例：○○点検業務

○：今回の検討対象とする資格のイメージ

例：△△点検業務

業務発注単位

業務全体の相当程度を
カバーする資格

点検機器の操作技術 等業
務の一部に関する資格



点検・診断に関するマニュアル・基準一覧

資格制度を検討する施設の点検 診断に関するマニ アル 基準は以下の通り

分野 施設 マニュアル名 策定主体 策定時期

橋梁 道路橋定期点検要領 国土交通省道路局 H２６６月

資格制度を検討する施設の点検・診断に関するマニュアル・基準は以下の通り。

道路
橋梁 道路橋定期点検要領 国土交通省道路局 H２６,６月

トンネル 道路トンネル定期点検要領 国土交通省道路局 H２６,６月

河川 堤防・河道 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領※１ 国土交通省
水管理・国土保全局

H２４,５月

砂防

砂防設備 砂防設備の定期巡視点検に関する実施要領（案）
国土交通省
砂防部

H１６,３月

急傾斜地崩壊
防止施設

新・斜面崩壊防止工事の設計と実例 全国治水砂防協会 Ｈ１９，９月
防止施設

地すべり防止施設 地すべり防止技術指針
国土交通省
砂防部

H１８

＜農林水産省＞
農村振興局防災課

海岸 海岸堤防等
海岸保全施設維持管理マニュアル
～堤防・護岸・胸壁の点検・評価及び長寿命化計画の立案～

農村振興局防災課
水産庁防災漁村課

＜国土交通省＞
水管理・国土保全局海岸室
港湾局海岸・防災課

H２６,３月

下水道 下水道管路施設※２ （下水道維持管理指針 社団法人日本下水道協会 H１５年）下水道 下水道管路施設※ （下水道維持管理指針 社団法人日本下水道協会 H１５年）

港湾 港湾施設 港湾の施設の点検診断ガイドライン（案） 国土交通省港湾局 H２６,３月

空港 空港施設 空港内の施設の維持管理指針 国土交通省航空局 H２６,４月

※１：「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領」については、年度内に改訂を行い、診断に係る内容を盛り込む予定
※２：下水道管路施設については、国による技術基準等を検討中


